
■我が国の港湾におけるサイバーセキュリティ対策の強化を図るべく、港湾局に合計４名の定員を新たに確保
■具体的には、港湾に関連するシステムのサイバーセキュリティ強化に係る全体とりまとめを行うとともに、港湾運送事業者等がサイバー
攻撃を受けた場合の対処の調整や支援等を想定

資料２－２
港湾におけるサイバーセキュリティ対策の強化（予算、定員）

■海外事例サイバーセキュリティ対策、法律などの制度の枠組み）
■本邦の港湾システム調査(ターミナルオペレーションシステム基礎調査）
■上記調査を踏まえたサイバーセキュリティガイドラインの検討・策定
■港湾運送事業者等を対象としたサイバー攻撃等に対する初動対応、
サイバーセキュリティ対策に関する意識の向上等を図る研修の実施

我が国の港湾におけるサイバーセキュリティ対策の強化を図るため、海外の港湾におけるサイバー攻撃事案、サイバーセキュリティ対策
等を調査し、サイバーセキュリティガイドラインを策定するとともに、港湾運送事業者等を対象に研修を実施する。

実施内容

事業概要

■サイバーセキュリティ対策が進んでいる諸外国の港湾の取組を踏まえたサイバーセキュリティガイドラインを策定するとともに、港湾運送
事業者等を対象に研修を実施することにより、我が国の港湾で利用されるシステムのサイバー攻撃への対策・対応能力の向上が図ら
れる。

成 果

令和5年度補正予算 60,599千円

令和6年度から定員４名増

概 要

出典：NHK 検討委員会の様子報道状況


